
（別添）

標準財政規模
（A)

臨時財政対策
債発行可能額

（B）

（百万円）

歳入 歳出 形式収支 実質収支 地方債現在高
他会計からの

繰入金

一般会計 22,871 22,673 198 158 38,061 0

土地取得会計 80 80 0 0 5,808 80

墓地会計 6 5 1 1 0 0

新都心会計 502 189 313 313 917 100

栗東駅前会計 214 213 1 1 233 132

普通会計 23,371 22,856 515 467 45,019 0

（百万円　，　％）

総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

＜法適用以外＞

形式収支
純損益

（実質収支）
企業債(地方
債)現在高

他会計からの
繰入金

<法適用企業>

不良債務
<法適用企業>

累積欠損金
備考

水道事業会計 1,192 1,135 － 57 2,370 24 0 0 法適用企業

国民健康保険会計 4,295 4,289 6 6 0 293

宅地造成事業会計 37 37 0 0 158 37

介護サービス事業会計（訪問看護） 46 46 0 0 26 3

介護保険会計 1,812 1,773 39 36 0 260

老人医療保険会計 2,996 2,889 107 107 0 203

下水道事業会計 3,156 3,143 13 8 18,334 655

農業集落排水事業会計 38 38 0 0 272 36

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
　　　　　２．法適用企業に係るもの以外のものについては、「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「実質収支」を表示している。
　　　　　３．不良債務及び累積欠損金は、正数で表示している。

（百万円　，　％）

歳入
（総収益）

歳出
（総費用）

＜法適用以外＞

形式収支
実質収支
（純損益）

地方債(企業
債)現在高

当該団体の負
担金割合

<法適用企業>

不良債務
<法適用企業>

累積欠損金
備考

滋賀県市町村職員退職手当組合 6,435 6,293 142 142 0 7.44

湖南広域行政組合 4,438 4,353 85 68 4,470 20.72

滋賀県自治会館管理組合 97 88 9 9 0 -

滋賀県市町村職員研修センター 85 79 6 6 0 4.52

滋賀県後期高齢者医療連合 31 30 1 1 0 3.56

（百万円）

経常損益
資本又は
正味財産

当該団体か
らの出資金

当該団体か
らの補助金

当該団体から
の貸付金

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

備考

栗東市土地開発公社 16 338 10 0 0 18,642

栗東市文化体育振興事業団 ▲ 22 118 15 104 0 0

栗東都市整備 38 215 48 0 0 0

栗東農産物加工 6 31 1 0 0 0

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。

　（注）　実質公債費比率は、平成１９年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成１６年度から平成１８年度の３カ年平均である。

<法適用企業>

経常収支比率

備考

当該団体から
の損失補償に
係る債務残高

0

20

0

0

介護サービス事業会計（老人DS)

<法適用企業>

経常収支比率

105.65

合計
（A）＋（B)

 27  27  0  0 121 7


